
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
受
領

答

弁

第

一

三

〇

号

内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
三
〇
号

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
の
裏
金
流
用
疑
惑
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関

す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
の
裏
金
流
用
疑
惑
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解

に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

法
務
大
臣
、
法
務
副
大
臣
及
び
法
務
大
臣
政
務
官
は
、
質
問
の
内
容
を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
、
前
回
答
弁
書
（
平
成
二

十
二
年
二
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
八
四
号
）
一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
関
係
す
る
部
局
か
ら
提

出
さ
せ
た
情
報
を
含
む
種
々
の
情
報
を
基
に
前
々
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
九
号
）

を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
例
は
、
検
察
庁
の
長
が
調
査
活
動
費
を
不
正
に
流
用
し
て
自
己
の
遊
興
費
に
充
て
て
い
た
と
し
て
平
成
十
三

年
に
御
指
摘
の
三
井
環
氏
が
第
三
者
を
介
し
て
刑
事
告
発
を
し
た
問
題
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
刑
事
告
発
が

な
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
捜
査
の
結
果
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
な
い
と
し
て
不
起
訴
処
分
と
さ
れ
、
そ
の
後
、
当
該
事
件
に

つ
い
て
は
、
検
察
審
査
会
の
審
査
が
行
わ
れ
た
が
、
審
査
の
結
果
、
不
起
訴
処
分
は
相
当
で
あ
る
と
の
議
決
が
な
さ
れ
、
告

発
の
理
由
が
な
い
こ
と
が
既
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
な
く
、
調
査
す
る
必

一



要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

国
の
会
計
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
機
関
の
責
任
に
お
い
て
、
会
計
法
規
に
の
っ
と
っ
て
適
正
に
事
務
を
行
い
、

会
計
検
査
院
に
よ
る
検
査
を
受
け
て
適
正
を
確
保
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
検
察
庁
の
調
査
活
動
費
に
つ
い
て

も
、
領
収
書
等
の
証
拠
書
類
を
整
備
し
、
会
計
検
査
院
の
検
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の

と
承
知
し
て
い
る
。

五
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

本
年
二
月
十
七
日
に
総
務
大
臣
の
主
宰
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
行
政
評
価
機
能
強
化
検
討
会
に
お
い
て
、
行
政
評
価
局
に
よ

る
調
査
を
検
討
中
で
あ
る
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
、
「
法
令
遵
守
（
会
計
経
理
の
適
正
化
等
）
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
国
の
行
政
機
関
全
体
を
対
象
に
、
不
適
正
な
会
計
処
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
等
を
調
査
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
総
務
省
に
お
い
て
、
調
査
の
実
施
時
期
や
実
施
方
法
等
を
含
め
、
検
討
が
行
わ
れ
る
予

定
で
あ
る
。

二


